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   第 一 章  教 育 目 標  

第 1条  本 校 の 目 指 す 教 育 目 標 は 次 の 通 り で あ る 。  

１ ． 人 権 尊 重 の 精 神 を ふ ま え 、 誠 実 で 協 調 性 に 富 む 人

 を 育 て る 。  

２ ． 個 性 を 伸 ば し 、 独 創 性 の 豊 か な 人 を 育 て る 。  

３ ． 勤 労 を た っ と び 、 努 力 を 惜 し ま な い 人 を 育 て る 。 

４ ． 進 歩 す る 工 業 技 術 ・ 情 報 技 術 に 対 応 で き る 人 を 育

 て る 。  

 

   第 二 章  就 業 年 限 ・ 学 科 ・ 生 徒 定 数  

第 ２ 条  本 校 に 全 日 制 課 程 （ 工 業 科 ） を 置 き 修 業 年 限

 は ３ 年 と す る 。  

第 ３ 条  本 校 の 設 置 学 科 な ら び に 生 徒 定 数 は 次 の 通

り  で あ る 。  

      設 置 学 科 名   生 徒 定 数  

   総 合 情 報 科    5 2 5人  

 

   第 三 章  学 年 ・ 学 期 ・ 休 業 日  

第 ４ 条  学 年 は ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、翌 年 ３ 月 3 1日 に 終

 る 。  

第 ５ 条  学 年 を 分 け て 次 の ３ 学 期 と す る 。  

 第 １ 学 期  ４ 月 １ 日 か ら ８ 月 3 1日 ま で  

 第 ２ 学 期  ９ 月 １ 日 か ら 1 2月 3 1日 ま で  

 第 ３ 学 期  １ 月 １ 日 か ら ３ 月 3 1日 ま で  

第 ６ 条  休 業 日 は 次 の 通 り と す る 。  

 １ ． 国 民 の 祝 日  

 



 ２ ． 土 曜 日 ・ 日 曜 日  

 ３ ． 夏 期 休 業  ７ 月 2 1日 か ら ８ 月 3 1日 ま で  

 ４ ． 冬 季 休 業  1 2月 2 6日 か ら 翌 年 １ 月 ７ 日 ま で  

 ５ ． 春 期 休 業  ３ 月 2 6日 か ら ４ 月 ５ 日 ま で  

 ６ ． 開 校 記 念 日  1 0月 ２ 日  

 ７ ． そ の ほ か 東 京 都 教 育 委 員 会 が 定 め た 日  

 

   第 四 章  教 育 課 程  

第 ７ 条  本 校 の 教 育 課 程 は 次 の 通 り で あ る 。 （ 教 育 課

 程 表 後 出 ）  

 

   第 五 章  単 位 の 修 得 ・ 修 了 ・ 卒 業  

第 ８ 条  各 教 科 目 の 単 位 の 認 定 は 、 出 席 時 数 な ら び に

 学 習 成 績 に 基 づ い て 各 学 期 末 に 行 う 。  

第 ９ 条  本 校 所 定 の 各 学 年 の 単 位 を 修 得 し た も の に

は  そ の 成 績 を 判 定 し て 修 了 を 認 定 す る 。  

第 1 0条  本 校 所 定 の 教 育 課 程 を 履 修 し 、全 履 修 科 目 の

 単 位 を 修 得 し た も の に は 卒 業 を 認 定 し 、 卒 業 証 書 を

 授 与 す る 。  

 

   第 六 章  休 学 ・ 転 学 ・ 退 学 ・ 登 校 停 止  

第 1 1条  生 徒 が 病 気 の た め ３ ヵ 月 以 上 の 休 養 を 必 要

と す る と き 、 学 校 長 は ２ 年 の 範 囲 内 に お い て 休 学 を 許

可 す る 。  

第 1 2条  生 徒 は 休 学 し よ う と す る と き は 医 師 の 診 断

書 を 添 え 保 護 者 と 連 署 の う え 学 校 長 あ て に 願 い 出 る

も の と す る 。  

第 1 3条  休 学 の 事 由 が 終 了 し 復 学 を 希 望 す る と き は  

治 癒 を 証 す る 医 師 の 診 断 書 を 添 え 学 校 長 あ て に 願 い



出 る も の と す る 。  

第 1 4条  本 校 の 生 徒 が 他 の 学 校 に 転 学 を 希 望 す る と

き は 所 定 の 様 式 に よ っ て 保 護 者 連 署 の う え 、 学 校 長 に

願 い 出 る も の と す る 。  

第 1 5条  生 徒 が 退 学 を 希 望 す る と き は 、生 徒 は 保 護 者

と 連 署 の う え 、 そ の 理 由 を 明 記 し 学 校 長 あ て に 願 い  

出 る も の と す る 。  

第 1 6条  学 校 長 は 伝 染 病 そ の 他 の 理 由 に よ っ て 必 要

と 認 め た と き は 、 期 間 を 定 め て 生 徒 の 登 校 を 停 止 す る

こ と が あ る 。  

 

  第 七 章  罰 則  

第 1 7条  学 校 長 は 学 業 あ る い は 行 為 の 特 に す ぐ れ た

生 徒 に 対 し て は 表 彰 す る こ と が あ る 。  

第 1 8条  学 校 長 は 教 育 上 必 要 と 認 め た と き は 、生 徒 に

対 し て 懲 戒 を 行 う 。  

 

  第 八 章  授 業 料 及 び 諸 費  

第 1 9条  授 業 料 は 東 京 都 教 育 委 員 会 の 指 定 す る 時 期

ま で に 納 入 し な け れ ば な ら な い 。 （ 学 校 徴 収 金 は 学 校

長 の 指 定 す る 時 期 ま で に 納 入 し な け れ ば な ら な い ）  

第 2 0条  家 庭 の 事 情 に よ っ て 授 業 料 の 納 付 が 困 難 な

場 合 、 所 定 の 事 務 手 続 き を ふ ま え 校 長 が 認 め た と き は 、

特 定 の 期 間 授 業 料 を 免 除 す る こ と が あ る 。  

第 2 1条  休 学 中 の 生 徒 に 対 し て は 、そ の 期 間 授 業 料 を

 徴 収 し な い 。  

 

第 2 2条  授 業 料 を 期 間 内 に 納 入 し な い 生 徒 に 対 し て

は 、 出 席 を 停 止 す る か も し く は 退 学 を 命 ず る こ と が あ



る 。  

第 2 3条  実 習 そ の 他 本 校 の 教 育 上 必 要 な 諸 費 用 は 、そ

の 全 部 あ る い は 一 部 を 生 徒 に 負 担 さ せ る こ と が あ る 。 

 

  第 九 章  奨 学 生  

第 2 4条  日 本 学 生 支 援 機 構 、東 京 都 育 英 資 金 そ の 他 育

 英 機 関 の 奨 学 資 金 の 貸 し 付 け を 希 望 す る も の は 、 学

 校 か ら 指 示 の あ る 時 期 に 申 し 出 る こ と が 出 来 る 。  

 

  第 十 章  特 別 活 動 等  

第 2 5条  ホ ー ム ル ー ム・ 学 校 行 事 ・生 徒 会・部 ・同 好

 会 の 諸 活 動 は 学 校 の 教 育 方 針 に 従 い 教 育 の 全 体 計

 画 の 一 環 と し て 行 う 。  

第 2 6条  ホ ー ム ル ー ム 活 動 は 、ホ ー ム ル ー ム 担 任 指 導

 の も と に ホ ー ム ル ー ム 年 間 計 画 に 基 づ い て 行 う 。  

第 2 7条  生 徒 会・学 校 行 事・部 活 動 の す べ て の 活 動  

 は 、 学 校 長 の 認 め る 範 囲 内 に お い て 顧 問 指 導 の も と

 に 行 い 、 生 徒 総 会 の 決 議 そ の 他 の 重 要 な 事 項 は 学 校

 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば 効 力 を 生 じ な い 。  


